
 

 

 

 

 

 

 

 

松江式ワーケーション推進事業にかかる業務委託事業者募集要項  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年５月  

松江市産業経済部定住企業立地推進課  

 

 

 



1 

 

松江市では、松江式ワーケーション推進事業を実施するにあたり、公募型プロポーザル方式による

委託業者の企画競争選定を行いますので、次のとおり提案を募集します。 

 

１．委託業務名  

松江式ワーケーション推進事業にかかる業務委託 

 

２．委託業務の目的  

令和２年度から４年度まで実施した「ワーキング ヘルスケア プログラムMATSUEコンソーシア

ム」を通して造成したワーケーションプログラム（以下、「松江式ワーケーション」という。）

を基本として、松江市の固有の魅力を都市部の企業へ訴求し、ワーケーション実施企業をさらに

拡大させ、関係人口の増加や将来の移住・定住につなげることを目的とする。 

 

３．委託期間  

契約締結日の翌日から令和６年３月３１日まで  

 

４．委託業務の内容  

別紙１「松江式ワーケーション推進事業にかかる業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）の

とおり。  

※仕様書は、委託契約時に基本となる仕様書とするが、採択された企画提案書の内容を踏まえ、調

整のうえ、確定する。 

  

５．提案限度額  

３，２００，０００円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 

 

ただし、成果指標の達成状況に応じて成果報酬額を加算して、最終的な支払額とする。 

成果報酬額の上限は、提案額の３０％とするもの。（別紙１仕様書参照） 

※成果報酬は、①ワーケーション参加者数、②事後アンケートの全体満足度を成果指標とし、その

達成度に基づいて基本額に加算するもの 

 

６．参加資格要件（応募条件）  

本プロポーザルの応募条件及び本業務の委託条件として、下記の全てを満たしていることとする。  

６－１．単体企業の場合  

(1) 法人格を有している者であること。 
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(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していないこと。  

(3) 本市又は他の地方公共団体において競争入札参加資格を有する場合、指名競争入札に関する指

名を停止されていないこと。また、指名の停止を受けたが、既にその停止期間を経過しているこ

と。 

(4) 銀行取引停止処分を受けていないこと。  

(5) 会社更生法、民事再生法等に基づき更生又は再生手続きをしている法人等でないこと。  

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77 号）第２条第２号に規定

する暴力団又は第２条第６号に規定する暴力団員が経営に関与していないこと。  

(7) 所得税又は法人税、法人市民税、固定資産税、法人事業税、消費税及び地方消費税のほか、義

務付けられている税を滞納していないこと。  

(8) 代表者及び役員に破産者又は禁固以上の刑に処されている者がいる法人等でないこと。  

(9) 本委託事業の実施にあたり、本事業の趣旨を十分に理解し、必要とされる業務経験等を有した

者を従事させ、公益に資する意思を持って本事業に参加する者であること。  

(10) 個人情報等の機密情報の取り扱いに係る社内規定を整備し、その実質的な運用が行われている

こと。  

(11) 委託期間中、適宜、本市担当者と協議することが可能であること。  

 

６－２．共同企業体の場合  

上記「６－１．単体企業の場合」に掲げる要件を全て満たす構成員により結成されたものとし、そ

の結成方法は２者又は３者による自主結成とし、共同企業体協定書を締結していなければならない。  

また、次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。  

(1) 構成員の出資比率は、次のとおりとすること。（出資比率型でない共同企業体の場合は、分担業

務の比率が下記に準じること。）  

ア．２者の場合 ３０％以上  

イ．３者の場合 ２０％以上  

(2) 代表構成員の出資比率は、構成員中最大とすること。（出資比率型でない共同企業体の場合は、

分担業務比率が構成員中最大とすること。）  

(3) 構成員は、他の共同企業体の構成員以外で構成すること。また、当該構成員は、単独で本業務の

提案者として参加していないこと。  

 

７．公募スケジュール  

(1) 各書類の配布 ：令和５年５月２４日（水）～令和５年６月１２日（月）１７時まで  

(2) 本件に対する質問受付 ：令和５年６月１２日（月）１７時まで 

(3) 質問に対する回答期限 ：令和５年６月１４日（水）１７時まで 

(4) 参加表明書類の受付：令和５年６月１９日（月）１７時まで 

(5) 企画提案書類の受付：令和５年６月２３日（金）１７時まで  

(6) プレゼンテーションの実施 ：令和５年６月３０日（金）予定  

(7) 委託候補者の決定 ：令和５年７月３日（月） 予定  

(8) 契約締結 ：令和５年７月４日（火） 予定 
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８．募集について  

(1) 各書類の配布開始日時  

令和５年５月２４日（水）  

(2) 配布場所  

松江市役所第４別館２階  

松江市ホームページに掲載 

※郵送による配布は行わない。  

(3) 配布資料  

① 募集要項（本書）  

② 仕様書（別紙１）  

③ 提案内容評価要領（別紙２）  

④ 誓約書（様式１）  

⑤ 参加表明書（様式２）  

⑥ 会社概要（様式３） 

⑦ 事業実施体制（様式４） 

⑧ 企画提案書記載事項確認書（様式５）  

⑨ 見積書（様式６）  

⑩ 共同企業体結成届出書（様式７）  

⑪ 事業実績書（様式８） 

⑫ 辞退届（様式９） 

 

９．応募手続等  

プロポーザル応募者は、下記の書類について指定の部数を提出すること。（提出先は、後記「１５．

問合わせ先及び提出先」のとおり）  

(1) 提出書類  

 ① 参加表明書類 

次の書類を期限までに提出すること。 

（ア） 誓約書（様式１）【提出部数：１部】  

（イ） 参加表明書（様式２）【提出部数：１部】  

（ウ） 会社概要（様式３）【提出部数：１部】  

（エ） 事業実施体制（様式４）【提出部数：１部】 

（オ） 履歴事項全部証明書（発行後３か月以内） 【提出部数：１部】 

（カ） 法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の３）（発行後３か月以内） 

【提出部数：１部】 

（キ） 市内に事業所等がある場合、法人市民税、固定資産税の納税証明書（発行後３か月以内） 

                                  【提出部数：１部】 

（ク） 共同企業体での参加を希望する者は共同企業体結成届出書（様式７）【提出部数：１部】  

（ケ） 共同企業体での参加を希望する者は、共同企業体協定書の写し（要原本証明）（様式自由） 
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【提出部数：１部】  

  （コ） 印鑑証明書（発行後３か月以内）【提出部数：１部】 

（サ） 委任状（任意様式）（支店等を代理人とする場合）【提出部数：１部】 

 

② 企画提案書類 

次の書類を期限までに提出すること。なお、企画は１者１提案とし、前記「① 参加表明書類」の

提出のない者による企画提案書類の提出は一切受け付けない。 

  （ア） 企画提案書（様式自由）【提出部数：紙媒体：７部 ／ 電子データ（ＰＤＦ）】  

・別紙１「仕様書」に記載の要件を全て満たした上で、企画提案書記載事項確認書（様式５）の

全ての必須項目に言及すること。また、提案項目があれば、あわせて言及すること。  

・様式は任意とし、その大きさは、Ａ４とすること。ただし、図面等は、Ａ３の用紙をＡ４の大

きさに折り込むこと。  

・表題は、「松江式ワーケーション推進事業にかかる業務委託に関する企画提案書」とすること。  

・評価作業者が漏れなく正確に評価できるよう、企画提案書記載事項確認書（様式５）の各項目

順に編集すること。なお、提案内容の都合上、より分かりやすく説明をするため、プレゼンテ

ーションの際に順番を変更して説明することは認めるものとする。  

企画提案書記載事項確認書（様式５）の内、必須項目の詳細及び作成手順は次のとおりとす

る。ただし、下記はあくまで最低限の必要事項を示しているに過ぎないため、適宜必要と思わ

れる事項を追加で記載すること。  

 

● 本業務に関する基本的な考え方  

● 実施体制 

● 地域交流会を含む松江式ワーケーションプラン（プログラム）の提案 

● 本市のファンを増やす新たなワーケーション（親子ワーケーション）の提案 

● ワーケーション終了後も参加者と市内地域の多様な主体との交流や関係性が継続するための

創意工夫の提案 

   

（イ） 企画提案書記載事項確認書（様式５）【提出部数：１部】  

（ウ） 見積書（様式６）【提出部数：１部】  

（エ） 経費内訳書（様式自由）【提出部数：１部】 

（オ） 各ワーケーションプラン（プログラム）の経費内訳書（様式自由）【提出部数：１部】 

（カ） 事業実績書（様式８）【提出部数：１部】  

 

(2) 企画提案書類提出期限  

令和５年６月２３日（金）１７時（必着）  

(3) 提出方法  

持参あるいは書留郵送又は宅配便等にて提出すること。ただし、持参にて提出の場合は、提出日時

を予め担当者に連絡すること。なお、持参の場合の受付時間は原則として、９時から１７時まで（正

午から１３時まで及び土日祝日を除く）とする。  

(4) その他  
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ア 失格となる参加表明書、企画提案書等  

参加表明書、企画提案書等が、次の事項の一つに該当するものは、失格となる場合がある。なお、

失格となった場合は、別途通知する。  

（ア）提出期限、提出先及び提出方法に適合しないもの。  

（イ）指定する様式及び記載上の留意事項に示した条件に適合しないもの。  

（ウ）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。  

（エ）虚偽の内容が記載されているもの。  

（オ）前記「５．提案限度額」を超えたもの。  

（カ）別紙１「仕様書」の要件に適合しないもの。  

（キ）上記「６．参加資格要件（応募条件）」を満たしていないものによる企画提案書等。 

  

イ 制約事項  

（ア）提出書類の作成及び提出に要する費用は、全て提案者の負担とする。  

（イ）提出された書類等は、事業者の選定以外には、提案者に無断で使用しない。  

（ウ）提出された書類等は、松江市情報公開条例第７条第２号に該当するものとして非公開とする。

ただし、本市が提案等を検討するにあたって、本市と守秘義務を締結する外部のコンサルタン

ト等に当該書類等を貸与することがある。  

（エ）提出された書類等は、事業者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成すること

がある。  

（オ）提出された書類等は、提出期限後の差替え及び再提出は一切受け付けない。  

（カ）提出された書類等は全て返却しない。  

（キ）提出された書類等に対し、必要に応じてヒアリングを実施することがある。  

 

１０．本件に対する質問期限及び回答  

(1) 質問のできる者  

本書及び仕様書等に対して質問のできる者は、前記「６．参加資格要件（応募条件）」を満たし

ている者で、かつ参加表明書類を提出した者あるいは提出する意思のある者とする。 

(2) 質問期限  

令和５年６月１２日（月）１７時（必着）  

(3) 質問方法  

「１５．問合わせ先及び提出先」に電子メールで問い合わせることとし、電子メール送信後、

担当者まで電話にて送信確認をすること。様式は任意とする。 

(4) 回答  

質問に対する回答は、令和５年６月１４日（水）１７時までに、松江市ホームページへ掲載

する。また、松江市の回答は、募集要項及び仕様書等を補足する効力を有するものとする。  

 

１１．企画提案書に関するプレゼンテーション  

提出された企画提案書等の内容について、次のとおり提案者のプレゼンテーションを実施する。  



6 

 

(1) 実施時期  

令和５年６月３０日（金）（予定）  

※詳細な日時については別途通知による。  

(2) 実施場所  

松江市役所（予定） 

※詳細な場所については別途通知による。  

(3) 注意事項等  

ア プレゼンテーションは、原則として、実施体制の責任者又はリーダーが行うこととし、同席

できるのは２名までとする。（計３名まで）  

イ プレゼンテーションの実施時間は３０分程度とし、準備時間５分以内、説明時間２０分以内、

本市からの質問及びその回答時間は、５分程度とする。  

ウ プレゼンテーションに参加しなかった提案者は失格とする。  

エ プレゼンテーションの方法は提案者の任意とし、会場設営（スクリーン、マイク、プロジェ

クター設置を含む）については、松江市が行う。ただし、パソコン及び外部ネットワーク接続

（インターネット）環境は確保しないので、必要に応じて各自準備すること。 

  

１２．事業者の選定・審査・契約  

(1) 事業者選定にあたっては、上記９に定める提出書類及び上記１１に定めるプレゼンテーション

の内容を総合的に審査して選定する。  

(2) 選定は、審査委員会が「松江式ワーケーション推進事業にかかる業務委託プロポーザル評価基

準表」に基づき評価点方式で審査する。  

(3) 審査は、委託候補者の優先順位を決定するものであり、本市は、審査の結果、評価点の合計に

より順位の最も高かった委託候補者と、委託契約の締結に向けた仕様書等の詳細協議を行うもの

とする。  

(4) 委託候補者と協議し、仕様等契約内容について合意した場合は、契約を締結する。契約内容に

ついては、別紙１「仕様書」及び委託候補者の提案書の内容を踏襲するものとするが、やむを得

ず契約内容の変更を要する場合は、契約時において本市と委託候補者との協議・調整の上内容を

決定する。  

なお、順位の最も高かった委託候補者と協議し、合意しなかった場合は、次順位の委託候補者

との協議を行う。また、以降も同様とする。 

  (5) 評価点の合計が同点の場合は、審査委員会の各委員の合議による優劣の比較審査を行い、評価

項目に加算もしくは減算を行い、合計得点の優劣を付け決定するものとする。 

  (6) 審査委員会の評価点の合計が全体の６割未満である場合は、優先交渉権者としては選定しない

ものとする。 

(7) 審査の結果は、全提案者に対して、郵送にて通知する。また、松江市ホームページにも選考結

果を公表する。 

 

１３．その他  
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受託者との契約においては、次の事項を基本とする。  

(1) 特約事項  

受託者は、誓約書に記載した事項に違反した場合や、受託者の責めに帰すべき事由によって委託

期間の終了までに契約を履行しない場合は、本市に対し、違約金を支払わなければならない。  

(2) 再委託の禁止  

受託者は、本業務の履行の全てを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、一部

の業務について、第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、事前に本市の承認を得ることとする。  

(3) 契約保証金  

免除する。  

(4) 成果物の納入及び委託料の支払  

受託者は、成果物を本市に納入する。本市は、成果物について検査を行い、検査に合格した成果

物の引渡しを受けたときは、受託者の請求により、委託料を支払う。  

(5) 進捗管理  

本市は、適宜、進捗状況について評価を行う。その結果、契約の目的を達成することができない

と判断したときは、途中で契約を解除することができる。ただし、利用可能な成果物があるときは、

その成果物を検査のうえ、検査に合格した成果物の引渡しを受けることがある。そのときは、その

成果物に相応する委託料を支払うものとする。  

(6) 契約不適合責任  

ア 本市は、成果物の内容が契約の内容に適合しないものであるとき(以下｢契約不適合｣とい

う。)は、受託者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修補に代

え、若しくは修補と共に損害（第三者に及ぼした損害を含む。）の賠償を請求することがで

きるものとする。  

イ 本市は、本市の定めた履行期限までに、受託者による契約不適合の修補が困難なため、契約

の目的を達成することができないと認められるときは、契約を解除することができる。  

ウ ア及びイは、契約不適合が支給品若しくは貸与品又は本市の指示により生じたものであると

きは適用しない。ただし、受託者がその支給品若しくは貸与品又は指示が不適当であること

を知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。  

エ ア、イ及びウによる契約不適合の修補、損害賠償の請求及び契約の解除は、引渡しを受けた

日から１年以内に行うものとする。  

 (7) その他  

ア 業務に従事している者は、業務に際して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のため

に利用してはならない。また、本業務が終了した後においても同様とする。  

イ 個人情報を適切に管理・保護するために必要な措置を講じること。  

ウ 委託業務の実施に伴い第三者に与えた損害は、本市の責に帰すべきものを除き、全て受託者

の責任において処理すること。 

  

１４．問合わせ先及び提出先  

松江市産業経済部定住企業立地推進課（担当：新田）  

〒６９０－８５４０  
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住所：松江市末次町８６番地 松江市役所第４別館２階  

電話：０８５２－５５－５２１６  

電子メールアドレス：teijukigyou@city.matsue.lg.jp 


